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＜要旨＞＜要旨＞＜要旨＞＜要旨＞ 
２０１１年３月の０１１年３月の０１１年３月の０１１年３月の東日本大震災を起因とする福島第一原発事故由来の放射性物質は、福島県だけ東日本大震災を起因とする福島第一原発事故由来の放射性物質は、福島県だけ東日本大震災を起因とする福島第一原発事故由来の放射性物質は、福島県だけ東日本大震災を起因とする福島第一原発事故由来の放射性物質は、福島県だけ

にとどまらず、関東一円にも降り注いだ。当然東京都もその例外ではなく、多摩川流域についてもにとどまらず、関東一円にも降り注いだ。当然東京都もその例外ではなく、多摩川流域についてもにとどまらず、関東一円にも降り注いだ。当然東京都もその例外ではなく、多摩川流域についてもにとどまらず、関東一円にも降り注いだ。当然東京都もその例外ではなく、多摩川流域についても

いまだに各所に高線量の、いわゆるホットスポットを形成しています。いまだに各所に高線量の、いわゆるホットスポットを形成しています。いまだに各所に高線量の、いわゆるホットスポットを形成しています。いまだに各所に高線量の、いわゆるホットスポットを形成しています。多摩エリアの河川において多摩エリアの河川において多摩エリアの河川において多摩エリアの河川において

は、特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人 R.I.Laの所在地がある東京都東大和市を流れる空堀川において、私どもの所在地がある東京都東大和市を流れる空堀川において、私どもの所在地がある東京都東大和市を流れる空堀川において、私どもの所在地がある東京都東大和市を流れる空堀川において、私ども

の過去２年間のの過去２年間のの過去２年間のの過去２年間の空間線量空間線量空間線量空間線量調査の結果、市街地の雨水の流入が河川の放射線汚染と強い関係性がある調査の結果、市街地の雨水の流入が河川の放射線汚染と強い関係性がある調査の結果、市街地の雨水の流入が河川の放射線汚染と強い関係性がある調査の結果、市街地の雨水の流入が河川の放射線汚染と強い関係性がある

ことが判明している。多摩川流域についても、例えば立川市の竜飛橋の下流で多摩川と合流することが判明している。多摩川流域についても、例えば立川市の竜飛橋の下流で多摩川と合流することが判明している。多摩川流域についても、例えば立川市の竜飛橋の下流で多摩川と合流することが判明している。多摩川流域についても、例えば立川市の竜飛橋の下流で多摩川と合流する残残残残

堀川に関しては、武堀川に関しては、武堀川に関しては、武堀川に関しては、武蔵村山市の環境関連市民団体の調査で蔵村山市の環境関連市民団体の調査で蔵村山市の環境関連市民団体の調査で蔵村山市の環境関連市民団体の調査で同様の報告が挙げられている。そこで私同様の報告が挙げられている。そこで私同様の報告が挙げられている。そこで私同様の報告が挙げられている。そこで私

どもは、多摩川の中流域並びにその支流域において、市街地の雨どもは、多摩川の中流域並びにその支流域において、市街地の雨どもは、多摩川の中流域並びにその支流域において、市街地の雨どもは、多摩川の中流域並びにその支流域において、市街地の雨水が河川敷に流入する箇所に重点水が河川敷に流入する箇所に重点水が河川敷に流入する箇所に重点水が河川敷に流入する箇所に重点

をおき土壌をおき土壌をおき土壌をおき土壌の検体を採取し、放射線測定を実施の検体を採取し、放射線測定を実施の検体を採取し、放射線測定を実施の検体を採取し、放射線測定を実施した。した。した。した。 
その結果、多摩川その結果、多摩川その結果、多摩川その結果、多摩川中流域中流域中流域中流域(日野取水堰から日野橋まで日野取水堰から日野橋まで日野取水堰から日野橋まで日野取水堰から日野橋まで)並びにその支流である残堀川の河川敷並び並びにその支流である残堀川の河川敷並び並びにその支流である残堀川の河川敷並び並びにその支流である残堀川の河川敷並び

にその土手にその土手にその土手にその土手周辺及び河原の水際の土壌においても、市街地からの雨水の流入が想定される箇所にお周辺及び河原の水際の土壌においても、市街地からの雨水の流入が想定される箇所にお周辺及び河原の水際の土壌においても、市街地からの雨水の流入が想定される箇所にお周辺及び河原の水際の土壌においても、市街地からの雨水の流入が想定される箇所にお

いて、他の地点と比較しても特に放射性核種の量が多く検出された。これらの箇所を土壌の放射能いて、他の地点と比較しても特に放射性核種の量が多く検出された。これらの箇所を土壌の放射能いて、他の地点と比較しても特に放射性核種の量が多く検出された。これらの箇所を土壌の放射能いて、他の地点と比較しても特に放射性核種の量が多く検出された。これらの箇所を土壌の放射能

汚染に関わる特異点と汚染に関わる特異点と汚染に関わる特異点と汚染に関わる特異点として捉して捉して捉して捉え、上記エリアにおける土壌並びに空間線量の測定マップを作製しえ、上記エリアにおける土壌並びに空間線量の測定マップを作製しえ、上記エリアにおける土壌並びに空間線量の測定マップを作製しえ、上記エリアにおける土壌並びに空間線量の測定マップを作製し

た。た。た。た。 
 
＜キーワード＞＜キーワード＞＜キーワード＞＜キーワード＞    多摩川中流域、放射性核種、土壌、空間線量、多摩川中流域、放射性核種、土壌、空間線量、多摩川中流域、放射性核種、土壌、空間線量、多摩川中流域、放射性核種、土壌、空間線量、 
 
 
＜今後予想される効果＞＜今後予想される効果＞＜今後予想される効果＞＜今後予想される効果＞ 
    本調査研究によって、多摩川中流域における福島第一原発事故由来の放射性核種による河川土壌本調査研究によって、多摩川中流域における福島第一原発事故由来の放射性核種による河川土壌本調査研究によって、多摩川中流域における福島第一原発事故由来の放射性核種による河川土壌本調査研究によって、多摩川中流域における福島第一原発事故由来の放射性核種による河川土壌

の放射能汚染の形態が具体的に示す事ができた。河川敷内でも汚染が強く残る場所と比較的線量のの放射能汚染の形態が具体的に示す事ができた。河川敷内でも汚染が強く残る場所と比較的線量のの放射能汚染の形態が具体的に示す事ができた。河川敷内でも汚染が強く残る場所と比較的線量のの放射能汚染の形態が具体的に示す事ができた。河川敷内でも汚染が強く残る場所と比較的線量の

低い場所が特定できたことにより、今後多摩川を利用する全ての方がこの資料の結果を利用して、低い場所が特定できたことにより、今後多摩川を利用する全ての方がこの資料の結果を利用して、低い場所が特定できたことにより、今後多摩川を利用する全ての方がこの資料の結果を利用して、低い場所が特定できたことにより、今後多摩川を利用する全ての方がこの資料の結果を利用して、

子供達には注意喚起を行い、無用な被ばくをすることなく、多摩川の自然を楽しまれることを期子供達には注意喚起を行い、無用な被ばくをすることなく、多摩川の自然を楽しまれることを期子供達には注意喚起を行い、無用な被ばくをすることなく、多摩川の自然を楽しまれることを期子供達には注意喚起を行い、無用な被ばくをすることなく、多摩川の自然を楽しまれることを期待待待待

する。さらには多くの環境市民団体やする。さらには多くの環境市民団体やする。さらには多くの環境市民団体やする。さらには多くの環境市民団体やNPO法人等、及び個人の有志によって、多摩川全域につい法人等、及び個人の有志によって、多摩川全域につい法人等、及び個人の有志によって、多摩川全域につい法人等、及び個人の有志によって、多摩川全域につい

て今回放射能汚染が強く見られた場所と同じ条て今回放射能汚染が強く見られた場所と同じ条て今回放射能汚染が強く見られた場所と同じ条て今回放射能汚染が強く見られた場所と同じ条件件件件にある箇所の調査が実施され、被にある箇所の調査が実施され、被にある箇所の調査が実施され、被にある箇所の調査が実施され、被爆爆爆爆のののの危険危険危険危険にあるにあるにあるにある

場所の特定がなされることによって、より場所の特定がなされることによって、より場所の特定がなされることによって、より場所の特定がなされることによって、より安安安安全全全全安心安心安心安心なななな多摩川多摩川多摩川多摩川になることが期待される。になることが期待される。になることが期待される。になることが期待される。 
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1、、、、 はじはじはじはじめめめめにににに 
2014年 3月現在、東京都の多摩エリアにおいてはいまだ 2011年 3月の東日本大震災による福

島第一原発事故由来の放射性核種による土壌汚染が継続している状況にあり、その放射能汚染

の代表としてあげられる放射性核種であるセシウムについては、半減期が 2年である Cs134に

関しては大分その量に減少傾向がみられるが、Cs137に関しては多摩エリアであればどの場所

で採取した土壌からも必ず検出される状況が継続している。ただその分布に関しては雨水の流

れや流入の状況、並びに土壌の撹拌等による希釈に状況により、特にその含有量が多い特異点

とそうでない箇所との差が大きくなってきていると想定される。多摩川のような大きな河川に

関しては、中流域はその周囲の地形が河岸段丘を構成する為、周囲の市街地に降り注いだ降雨

が集約されやすい状況にあり、また、その支流にあたる中小の河川においては、伏流水化を防

ぐ目的での雨水の導入(例:東大和市内の空堀川)や、所謂ゲリラ豪雨や台風等の大量の降雨によ

る下水道のオーバーフローを防ぐ目的で、一定の水位以上に下水管なった場合にバイバスとし

て中小河川に水を逃がす構造(例:残堀川等)をとっている河川が多く、その排水口の下流域は所

謂雨樋効果による河川敷土壌の放射能汚染が強くみられることが確認されている。(特定非営利

活動法人 R.I.La2012年空堀川空間線量調査報告書)。 
 上記の状況を鑑み、特定非営利活動法人 R.I.Laでは、多摩川中流域(日野用水取水口から日野

橋)並びにその支流である残堀川の上流部(武蔵村山市)において、河川敷並びに土手及び遊歩道

周辺及び河原の水際や中洲等において、空間線量の調査と土壌の放射性核種含有量の調査を実

施した。土壌調査に関しては、一次的に測定に使用するNaIシンチュレーション検出器での放

射性核種含有量測定では降雨の影響と思われる天然核種(ビスマス 214、鉛 214等)の影響によ

る Cs134並びに I131に関わる誤検出が頻繁に見られ、当初の計画よりも圧倒的に多い数のク

ロスチェックとしてのゲルマニウム半導体検出器による再測定を強いられ、測定作業自体大き

な困難を伴った。その結果、当初予定していた生体の放射能測定が殆どかなわなった。これら

生体(魚類、植物類)の放射線核種含有量の調査に関しては、2015年度以降に実施する状況と

し、2014年度の調査においては、まず土壌の状況を確認することに専念した。 
 また、本来天候が安定し、水位も低下することから河川敷の土壌採取には最適な季節である

晩秋から冬の時期において、多摩川中流域では河川の大規模工事が実施され、河川敷は重機に

よって掘り起こされ、整地され、水脈筋はその位置は人工的に変えられる工事が遂行されてお

り、土壌の採取はその工事との追いかけっこを強いられる状況となり、この状況も調査を一層

困難な状況とした。その中において多摩エリアで活動する多くの環境団体の方や NPO法人の

方がボランティアとして土壌採取に協力して頂き、何とか検体の採取を行うことができた。こ

れらボランティアとして協力を頂いた方々には心からの感謝を申し上げたい。 
 
2、、、、 調査エリア調査エリア調査エリア調査エリア 
・・・・多摩川多摩川多摩川多摩川中流域における中流域における中流域における中流域における八王八王八王八王子市の日野用水取水堰から立川市の日野橋に子市の日野用水取水堰から立川市の日野橋に子市の日野用水取水堰から立川市の日野橋に子市の日野用水取水堰から立川市の日野橋に至至至至るるるる両岸両岸両岸両岸 
この区間には、人工の構造物として八高線の高架、多摩大橋、中央線の高架、立日橋並びに多

摩モノレール高架がある。 

 
(写真 1)JR 中央線高架                (写真 2)JR 八高線高架 
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(写真 3)多摩大橋                 (写真 4)立日橋と多摩モノレール高架 
 

また多摩大橋の上流部に多摩川上流水再処理センター、そのすぐ下流部に八王子水再処理セン

ター、立川錦町水再処理センターの放水路がある。さらに日野用水取水堰の八王子川(八王子水

再処理センター上流側)に、現在新規の水再処理センターを建設中である。 

 
(写真 5、6 多摩川上流水再処理センター排水路並びに八王子水再処理センター排水口と新規建設中の水再処理センター) 

 

また、支流の流れ込みとして残堀川が立日橋の下流で向かって左岸に、谷地川が中央線の高架

上流で下流に向かって右岸に合流している。 
調査の為、ウェーダーを装着し川を渡るとよくわかることだか、水再処理センターからの排水

は明らかに多摩川本流の水よりも水温が高い。さらに何本かの水路の合流も見られる。 
このエリアの河原の水際並びに中洲についてはその殆どが砂地であり、古い地層が露出してい

る部分に粘土層が見られ、土壌は砂地のくぼみ部分に堆積している。また、ワンドとなってい

る部分にはシルトの堆積も見られる。 
 
 河川敷は土手がその外側を覆っており、その上部は遊歩道もしくはサイクリング道路として

活用されている。谷地川の合流点付近には土手と水脈筋の間に湿地帯となっている部分も確認

できる。 

 
(写真 7)谷地川合流点上流付近の湿地       (写真 8)土手上の遊歩道 
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・・・・残堀川の残堀川の残堀川の残堀川の上流上流上流上流部部部部(武蔵村山市内武蔵村山市内武蔵村山市内武蔵村山市内)と多摩川との合流と多摩川との合流と多摩川との合流と多摩川との合流部付近部付近部付近部付近 
残堀川は西多摩郡瑞穂町の狭山公園の池を水源として、瑞穂町→武蔵村山市→昭島市→立川市

を経て、多摩川中流の立日橋付近に合流する河川であり、その殆どの流域で両岸にフェンスが

張り巡らされ、河川敷に降りることが困難な状況となっているが、上流部の武蔵村山市内で箇

所、更に源流部の狭山公園付近には親水公園があり、階段を伴って河川敷に降りることが可能

な地点がある。また多摩川の合流部も親水公園となっており、その場所から上流に向かっての

遡上も可能である。 

 
(写真 9)武蔵村山市の親水公園 
 

上流部と中流部はその流域の殆どが伏流水の状況となっており、降雨で水位が上がったとき

以外は水の流れがない状況にある。また、市街地の下水道のバイバスとなる排水管が、土手の

法面より河川敷に導かれている箇所があり、その周辺には渇水時も水が溜まっている状況が見

られる。 

 
(写真 10)雨水の排水口その 1          (写真 11)雨水の排水口その 2 
 

 立川市の奥多摩街道付近で堰のように段差があり、その落差は 15mほどに及んでいる。下流

域の多摩川合流点付近は河岸段丘からの湧水が随所に見られ、水質・水量とも豊富で多摩川か

らの魚の遡上も多く、非常に美しい小川の状況にある。 
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(写真 12)残堀川下流の淵、鯉が群れる。 
 
 

3、、、、 調査方法調査方法調査方法調査方法 
本調査研究については、低線量ではあるが放射性核種本調査研究については、低線量ではあるが放射性核種本調査研究については、低線量ではあるが放射性核種本調査研究については、低線量ではあるが放射性核種を取りを取りを取りを取り扱う扱う扱う扱うことから、ことから、ことから、ことから、現現現現場での検体の採場での検体の採場での検体の採場での検体の採

取から検体の調取から検体の調取から検体の調取から検体の調整整整整、、、、保管保管保管保管の方法、の方法、の方法、の方法、移送移送移送移送の方法、測定の方法、測定の方法、測定の方法、測定時時時時の環境、測定の環境、測定の環境、測定の環境、測定器器器器のののの校正校正校正校正のののの状況状況状況状況、測定結果、測定結果、測定結果、測定結果

のののの評価評価評価評価、検体の採取、検体の採取、検体の採取、検体の採取現現現現場場場場へへへへのののの埋め戻埋め戻埋め戻埋め戻しにしにしにしに至至至至るまで、するまで、するまで、するまで、すべべべべて放射線取て放射線取て放射線取て放射線取扱主任者扱主任者扱主任者扱主任者のののの監督・指導監督・指導監督・指導監督・指導の下の下の下の下

実施した。実施した。実施した。実施した。 
放射性核種を放射性核種を放射性核種を放射性核種を含含含含有する検体を取り有する検体を取り有する検体を取り有する検体を取り扱う扱う扱う扱うものは、外ものは、外ものは、外ものは、外部部部部被ばく並びに内被ばく並びに内被ばく並びに内被ばく並びに内部部部部被ばくについて及び被ば被ばくについて及び被ば被ばくについて及び被ば被ばくについて及び被ば

くくくく防護防護防護防護のののの知識知識知識知識について、について、について、について、必必必必要要要要程度程度程度程度放射線取放射線取放射線取放射線取扱主任者扱主任者扱主任者扱主任者のののの指導指導指導指導をををを受受受受け、け、け、け、装備装備装備装備等に関しては被ばくを等に関しては被ばくを等に関しては被ばくを等に関しては被ばくを

防止防止防止防止のののの観観観観点をもとに点をもとに点をもとに点をもとに選択選択選択選択された。された。された。された。 
・・・・放射線取放射線取放射線取放射線取扱主任者扱主任者扱主任者扱主任者    第第第第三三三三種放射線取種放射線取種放射線取種放射線取扱主任扱主任扱主任扱主任    登録登録登録登録 No.2675号号号号    伊藤教行伊藤教行伊藤教行伊藤教行 
 

3-1予予予予備備備備調査につい調査につい調査につい調査についてててて 
河川の土壌調査を実施する場合には、予め測定を実施したい場所の付近で、土壌が採取できる

場所を特定しなければならない。特に多摩川中流域のように、水際は殆ど砂地であり、土壌が存

在しないような場所では、予備調査により採取できる土壌がある場所の目安を予め特定しておく

ことが重要となる。予備調査に関しては、次手順をもって実施した。 
・GoogleMap上で雨水の流入が疑われる場所を特定する。 
・現地にアクセスするために必要な駐車場と、そこから現場へのアクセスについて調査する。 
・現場の地形、土壌、シルトの堆積状況、検体採取場所へのアクセスを調査する。 
・現場で採取できる土壌がある場所の空間線量値を測定する。 
・現場の水量と検体採取に必要となる装備の状況を調査する。 

 今回は初めて調査する現場が多かったので、予備調査は数回にわたり念入りに実施した。 
 
3-2本調査について本調査について本調査について本調査について 

実際に土壌の採取を行う作業となる。検体となる土壌は、原則 1リットルを採取することを標

準とし、その方法は、縦 10cm×横 20cm×深さ 5cmを基準として採取した。この基準では 1リ

ットルを採取できない場合には、適宜縦と横の幅の調節を行ったが、深さは 5cm以上深く掘っ

て土壌を採取することは行わなかった。対象となる放射性核種であるセシウムが地表面付近に定

着していることを理由としている。 
さらに土壌採取を実施した日時から 24時間以内に降雨が認められる場合には、採取した土壌

を広げた状態で 72時間以上エージングを実施することとした。これは上記した降雨に含まれる

ビスマス 214並びに鉛 214等の天然核種によるセシウム 134並びにヨウ素 131の誤検出を防止

するために実施した。 
また、採取した土壌に石やその他異物の混入により土壌からの放射性核種の検出量に誤差が生

じることを防止する為、フルイを使用し異物を除去する作業を付加した。測定する単位がベクレ

ル/kgという単位であり、石など重量物が混入することによって、相対的に検出量が少なくなる

誤差を防ぐためである。但し土に腐葉土や草の根などが含まれる場合には、フルイを通過するも

のは土壌の一部とみなした。 
・現場の土壌を採取する。異物の混入がみられる場合にはふるいによって選別を実施する。 
・現場の水中に堆積するシルトを採取する。 
・現場の写真を撮影する。 
・ハンディ GPSのマーク機能により現場の緯度経度を測定する。 
・野帳に現場の状況を記入する。 
・検体別に番号を振り、ジッパー付袋に挿入して持ち帰る。 

 
3-3、検体の放射線測定について、検体の放射線測定について、検体の放射線測定について、検体の放射線測定について 
  上記 3-1-2によって採取された土壌の検体は、放射能測定器によって含有する放射性核種の量

を測定した。 
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一次的には、NaIシンチュレータ検出器であるアドフューテック社の AT1320Aによって測定

した。その手順については下記通りである。 
・検体 1リットルをビニール袋に入れ、測定器付属のマリネリ容器に挿入する。 
・測定器にマリネリ容器を挿入し、1時間測定を実施する。 
・一次測定の結果、Cs137と Cs134の割合が 3:1程度であることが確認できた場合で、I131の

誤検出が認められない場合には、その値をもって測定値とした。 
  上記 NaIシンチュレータ検出器による放射性核種含有量の測定は、福生市民放射能測定室オ 

ーロラに依頼した。 

 
(写真 13 福生市民放射能測定室の AT1320A) 
 

一次測定の結果、検出量中の Cs134の占める割合が過大である(30%を大きく超える場合)や、

I131の検出が見られる場合には、検体中に Bi214並びに Pb214が混入しており誤検出があるも

のと判断し、更に 3日間のエージングを実施した後、ゲルマニウム半導体検出器によるクロスチ

ェックを実施した。その手順は NaIシンチュレータ検出器による測定手順と同様である。 
上記ゲルマニゥム半導体検出器によるクロスチェックは、日の出町のちくりん舎(NPO法人市

民放射能監視センター)に依頼した。 

 
(写真 14 ちくりん舎のゲルマニウム半導体検出器) 
 

＊一部検体によっては予め天然核種の影響が懸念される場合等、ちくりん舎の AT1320Aを使

用して一次測定を実施した場合並びに調布の市民測定室で高精度 NaIシンチュレータ検出器によ

り測定を実施した場合もある。 
 
3-4    測定結果の測定結果の測定結果の測定結果の集計集計集計集計 

検出された測定データに関しては、まず Cs137の値と Cs134の値を合算し、セシウム全体の

含有量として検体の採取を実施した地点別に空間線量値とともにその値を集計した。 
 

3-5    測定結果のマッ測定結果のマッ測定結果のマッ測定結果のマッピングピングピングピング作作作作業業業業 
集計した測定結果は、その地点の緯度経度により GoogleMapのマイプレイスにレイヤーとし

て測定日時と共にマークを付加しWeb上で開示した。 
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3-6    デデデデーーーータ開タ開タ開タ開示のお示のお示のお示のお知知知知ららららせせせせ等等等等 
作成した GoogleMapの URL並びに調査時のレポート、写真等は R.I.Laのホームページ並び

にブログに掲載し Twitterと FacebookによりWeb上で開示した告知を行った。 
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4、、、、 調査結果調査結果調査結果調査結果 
4444----1111    多摩川中流域多摩川中流域多摩川中流域多摩川中流域測定測定測定測定デデデデーーーータタタタ一一一一覧表覧表覧表覧表    

 
 
 

測定点 放射線量（μＳｖ／ｈ） 土壌放射線量(Bq/kg) 備考 測定エリア/日時
八高線高架下左岸 0.077 39 BG地上1m
八高線高架上流左岸 0.071 ND
昭島クジラ出土場所 0.058 13

クジラグラウンド中央土手下 0.061 検出下限以下
検出下限Cs137 2.7

Cs134 2.4

鯉ポイント中洲中央 0.071 65
多摩川上流水再処理場排水口手前下 0.102 27
多摩川上流水再処理場排水口手前上 0.099 360
グラウンド東端 0.055 ND
多摩川上流水再処理場排水口左岸水際 0.066 666
多摩川上流水再処理場排水口左岸階段下 0.086 280
多摩川上流水再処理場排水口右岸階段上 0.073 ND
多摩川上流水再処理場排水口右岸階段下 0.113 ND
多摩川上流水再処理場排水口右岸水際 0.099 572
多摩川上流水再処理場排水口右岸下堆積物 0.194 481
多摩大橋下じゃかご下 0.115 ND
多摩大橋袂土手下 0.146 451
遊歩道東よりベンチ下 0.096 ND
日野用水取水堰横 0.067 ND
日野用水取水堰下流土手 0.077 79
堰下流中洲1 0.078 13
堰下流中洲中央 0.086 123
八高線高架下中洲 0.071 95
八高線高架下下流200m右岸 0.073 31
鯉ポイント対岸 0.078 ND
大橋橋脚下 0..093 28
大橋右岸土手下 0.119 753

昭島水処理センター排水口前     クレソン
検出下限未満

CS137<5.1  CS134<4.8

鯉ポイント中洲　　　　　　　　　　　　苔 31
水路内1 0.336 1002
水路内2 0.402 459
対岸に赤白の塔 0.075 22
対岸に四角いビル 0.077 22
対岸に電柱が2本 0.077 36
対岸にアパートとスマホのアンテナ 0.081 35
中央線高架上流 0.058 45
中央線陸橋下 0.087 ND
堤防内のアパート横 0.114 ND
水野商店前 0.111 ND
水路内3 0.239 ND
八王子水再処理センター排水口横 0.058 24
土手に付着する苔 0.06 28
中洲前ワンドの土 0.058 22
水野商店前階段対岸 0.048 検出限界未満＜5.6

谷地川合流点手前中洲前 0.058 27
谷地川合流点テトラ地点水際土 0.068 61
土手部分 0.115 41
排水口土手下 0.139 1001
中央線高架下橋げた柱下 0.09 134
波状岩上流シルト 0.071 9
波状岩水際 0.06 9
残堀川合流点階段下1 0.201 1309
残堀川合流点階段下2 0.133 967
錦町下水処理場排水口上流 0.126 41
竜飛橋トンネル下 0.245 1913 土手下の道路

100Bq/kg以上、0.24μSv/hは赤字で示す

八高線高架下→多摩川

上流水処理センター左

岸

日野用水取水堰→
多摩大橋右岸
空間線量測定平成

水野商店階段下→
中央線高架下左岸

八王子水再処理セ
ンター排水口→中
央線高架下右岸

中央線高架下→立
川錦町下水処理場

排水口左岸
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4-2    測定箇所における特異点の発生測定箇所における特異点の発生測定箇所における特異点の発生測定箇所における特異点の発生状況状況状況状況 
  上記に一覧表データにおいて、空間線量値において地上 5cmで 0.24μSv/h(東大和市の除染基

準値)以上、土壌の放射性核種含有量で 100Bq/kgを超える地点は、いずれの地点においても人工

の構造物等による雨水の集積が見られる箇所に存在している。 

       
(写真 15多摩川上流水再処理センター排水口左岸水際)   (写真 16多摩川水再処理センター排水口右岸堆積物) 
666Bq/kg                                           572Bq/kg 
 

上記多摩川上流水再処理センター排水口付近は、土手からの雨水が排水口両岸にそのまま滞留

する場所である。 
 

 
(写真 17 多摩川上流水再処理センター排水口) 
 

この階段と法壁を伝わって、雨水が流れ込み、排水口の上部のブロックの隙間に溜まってい

く。このブロックの間の土砂が高線量となっている。 
 
更に多摩大橋の袂の法面の下側も高線量となっていた。この状況は右岸の橋の袂でも同様とな

っている。 

   
(写真 18 多摩大橋袂土手下 451Bq/kg) 
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河川敷に流れ込む水路に関しては、更に汚染が深刻な状況となっている。この水路は水門があ

るものの通常は使用していないものと思われ、最終的に多摩川の本流には到達していない。末端

の部分には土砂が堆積し、その内部の土壌が 1000Bq/kg以上のセシウム合算値を示した。この

様な水路は多摩川中流域には数多く見られ、多摩川本流に流れ込むものと、水路自体が途中で消

滅してしまうのもがある。 
 

 
(写真 18 水路内土砂 1002Bq/kg) 
 

水路でも農業用水が多摩川に合流する場合もある。この場合でも多くケースでは、コンクリー

トの法面が存在し、その部分から土砂が法面を伝わって河川敷の部分に流入し、流入点の土壌は

特異点となっている。 

  
(写真 19、20 中央線高架上流右岸農業用水合流点法面下 土手部分の特異点 1001Bq/kg) 
 

  
(写真 21 用水路銘版)             (写真 22 同地点における土壌採取) 
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 残堀川の合流点である立日橋の下にある親水公園の階段下の部分も特異点となっていた。この

部分は残堀川の河川敷に対して、土手の両側から階段となっているが、下流に向かって左岸の階

段は、上部遊歩道を伝って外部の雨水も流入する状況にある。この部分においては、地上 5cm
の空間線量値も 0.2μSv/hを超えていた。 

 

   
(写真 23残堀川合流点の法面)                     (写真 24 同地点における空間線量値) 
 

 
(写真 25 同地点における土壌採取 1309Bq/kg) 
 

  雨水の流入を伴う構造物がある場合においても、その構造物が設置された時期が 2011年 3月の

福島第一原発の事故以降である場合には、その構造物の形状は似通っていても、雨水が流入する

箇所の放射線量が大きくことなる場合が見られる。下の写真に示すコンクリートの法面は、上記

残堀川合流点の下流に位置し、立川錦町水再処理センターの排水口を伴う構造物であり、その上

部には同様に遊歩道が通っているが、その工事は 2014年 3月に竣工している。従って竣工から

一年未満の構造物であるために、その雨水の流入部分の土砂は 40Bq/kg程度と汚染度合が低

い。これはこの部分の土砂がまだ新しいためであると考えられる。 

   
(写真 26、27 立川錦町水再処理センター上流法面 41Bq/kg) 
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  人工の構造物からの雨水の流入点以外の調査ポイントについては、日野用水取水堰下流の中州

で、シルトの堆積が見られる箇所一か所を除き、多摩エリアの平均的な土壌の放射性核種含入量

である 100Bq/kgを下回った。 
 

  
(写真 28、29 本流水際での土壌採取の様子 左写真地点 9Bq/kg、右写真地点 9Bq/kg) 
 

4-2    残堀川上流残堀川上流残堀川上流残堀川上流部部部部の測定の測定の測定の測定値値値値一一一一覧表覧表覧表覧表 

 

測定点 放射線量（μＳｖ／ｈ） 土壌線量(Bq/kg) 備考

武蔵村山第五中学校北① 0.105 340

武蔵村山第五中学校北② 0.134 860

武蔵村山第五中学校北③ 0.158 350

武蔵村山第五中学校北④ 0.125 400

武蔵村山第五中学校北⑤ 0.135 600

武蔵村山第五中学校北⑥ 0.215 990

武蔵村山第五中学校北⑦ 0.224 1520

青岸橋親水公園前1 0.313 1130 前に排水口あり

青岸橋親水公園前2 0.266 510

青岸橋親水公園前3 0.412 1270 前に排水口あり

青岸橋親水公園前4 0.251 1070

青岸橋親水公園前5 0.186 760

青岸橋親水公園前6 0.138 520

青岸橋親水公園前7 0.174 780

青岸橋親水公園前8 0.158 690

青岸橋親水公園前9 0.203 790

空間線量値は0.23μSv/h以上を赤字で、土壌線量値は100Bq/kg以上を赤字で表示した。
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  残堀川の測定値に関しては、空間線量値並びに土壌の放射性核種含有量共に多摩川中流域のデ

ータを大幅に上回る数値が測定されている。特に土壌の放射性核種含有量に関しては、多摩川本

流の場合には、人工的な構造物があり、河川敷外部からの雨水の流入が見られる箇所だけが

100Bq/kgを超えていたのに対して、測定した二か所の親水公園において、そのすべての測定ポ

イントで 100Bq/kg以上を計測した。いずれも場所も親水公園であるために階段等の構造物は存

在するが、その汚染度合が多摩川本流のデータと比較にならないほど強いものとなっている。 

  
(写真 30、31 残堀川武蔵村山市立第五中学校北親水公園) 
 

 
(写真 32 武蔵村山市立第五中学校北⑦ 1520Bq/kg) 
 

  残堀川の河川敷調査ポイント全体における土壌の放射核種含有量が高いのは、下水道からの市

街地の雨水の流入による影響が想定される。 

 
(写真 33 市街地からの雨水導入排水口) 
 

  上記写真は降雨があった翌日に残堀川に流れ込む排水口を映した写真である。排水口から雨水

が流入している様子が見て取れる。このような雨水の導入が残堀川の河川敷全体の放射能汚染に

影響を及ぼしているものと思われる。これら排水口は残堀川全体には数多く確認することができ

る。 
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(写真 34、35 残堀川に流れ込む排水口その 2、3) 
 

 
(写真 36、37 残堀川に流れ込む排水口その 4、5) 
 

 
(写真 38、39 残堀川に流れ込む排水口その 6、7) 
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4-3    多摩川中流域並びにその支流域における生体と土壌に対する雨水の流入と放射能汚染の関係多摩川中流域並びにその支流域における生体と土壌に対する雨水の流入と放射能汚染の関係多摩川中流域並びにその支流域における生体と土壌に対する雨水の流入と放射能汚染の関係多摩川中流域並びにその支流域における生体と土壌に対する雨水の流入と放射能汚染の関係

調査調査調査調査Map 
4-3-1 多摩川中流域多摩川中流域多摩川中流域多摩川中流域 
・URL https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z4Tjf2M863zg.ku2oX9BbWBos 

 
 

4-3-2残堀川上流 
・URL https://www.google.com/maps/d/edit?hl=ja&authuser=0&mid=z4Tjf2M863zg.kNsIgwBVNRZk 
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5、、、、 考察考察考察考察 
5-1    多摩川中流域本流多摩川中流域本流多摩川中流域本流多摩川中流域本流 
  多摩川中流域、本流部分の土壌における放射能汚染に関しては、調査における題目にある通

り、河川敷外部からの雨水流入が大きく影響を及ぼしていることが判明した。河川敷並びにその

周辺における土壌の放射性核種の含有量が 100Bq/kg以上を示す特異点に関しては、その殆どが

人工の構造物によって河川敷の外部から雨水が流入するポイントに存在している。 
  それに対して、河川敷の中央部であり河原から水脈筋、中洲等の部分に関しては、その汚染度

合は多摩エリアの平均的な数値よりも低く、汚染の度合が低い状況にある。この部分に関して

も、調査開始当初は、上流から流される土砂等にとりついた放射性核種による汚染が懸念された

が、多くの放射線核種は下流域に流失しているものと考えられ、中流域については市街地の土壌

と比較して現状安全であるということができる。但し、福島原発事故前の土壌と比較すると、事

故前は土壌の放射性核種含有量が多摩エリアにおいても 0.1Bq/kg程度であったとされることか

ら、未だ福島第一原発事故由来の放射性核種の影響が続いていることは否めない。あくまでも市

街地との比較論として、「市街地よりは安全である」という状況であるということである。中流

域の河原が殆ど砂地であり、放射性核種としての調査対象であるセシウムが定着しにくい、とい

うことも汚染の度合が低く保てている要因としてあげるこができよう。 
  ただし当初このエリアに降り注いだセシウムは下流域に流されただけであり、これらセシウム

を含有した土壌は、下流の干潟や河口域に堆積していることは想像に難くない。これらの下流域

や河口域の汚染状況は今後の調査が待たれるところである。 
  更に橋やコンクリートの法面、水再処理センター排水口の周辺に集積している放射性核種につ

いては決して楽観できる状況にはなく、756Bq/kgを超える箇所については放射性障害防止法の

定める管理区域に相当する汚染度合にあることを認識する必要がある(放射性同位元素等による

放射線障害の防止に関する法律施行令（昭和３５年政令第２５９号）)。原子力災害については

放射線障害防止法の適用外であるが、これは放射性障害防止法では、あくまでも管理されている

放射性核種が対象であるためであって、原子力災害は管理することができない、環境に放出され

てしまった放射性核種が対象となるためである。管理されていない放射核種が管理されている放

射性核種よりも安全であるはずはなく、本来さらに厳しい状況にあると言わざるを得ない。 
  本来放射性障害防止法上の管理区域では、本来 18歳に満たないものや妊娠している女性は立
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ち入ることを許されず、放射線管理主任者の指導のもと、その内部で活動するものについても飲

食や喫煙は許されず、定期的にその健康状態を調査することが義務付けられ、その検査結果は管

理監督する者が一生涯保管することを義務付けられているほど、その内部での活動が厳しく制限

されているものである(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令（昭和３

５年政令第２５９号）)。従ってこれら管理区域に相当する特異点には、18歳に満たない者は近

づくべきではなく、通行等により仕方がなく通過する場合は立ち止まることなく速やかにその場

を離れる等、無用な被ばくを防ぐ手立てが必要である。今回の調査において高線量となりうる箇

所の特徴としてあげられる点の一部が明確となったのであるから、この調査結果を有効に利用し

て、本来しなくても良い被ばくは避けるべきである。 
  2015年度からは今回土壌調査を実施したエリアにおける生体の調査を開始する。今回土壌の

安全が確認されたエリアにおいて、生体の安全が確認されれば多摩川中流域は子供達にとって一

部注意喚起が必要な箇所は存在するものの、それら特異点を避けさえすれば安全に遊べる場所で

あるということができるようになる。2015年からの生体の放射核種含有量の調査が良い結果と

なることを切に祈りたい。 
 
5-2 残堀川上流部について 
  残堀川の上流部については、調査結果でも触れたが多摩川本流と比較してその汚染度合は劣悪

であると言わざるを得ない。その原因は中小河川に対する市街地の雨水を導入する構造によるも

のに起因していると考えられる。但し実は残堀川の汚染度合はまだ軽い部類であることも判明し

ている。雨水が導入される場合は降雨量が多く、下水道がオーバーフローを起こす恐れがある場

合だけであることが幸いしていると思われる。 
  たとえば降雨がある度にその全量の雨水を川の水を保つために河川敷に導入している東大和市

内の空堀川は、残堀川以上に汚染度合がひどい。その汚染の度合は残堀川の優に 2倍以上となっ

ている。私共では空堀川に定点観測地点を設け、その空間線量値と土壌汚染について定期的にそ

の観測を実施している。その地点の様子と測定値を下記に示す。 

 
(写真 40、41 空堀川の雨水導入管) 
 

＊参考資料 空堀川定点観測地点の放射線測定値(2014年度 4月～10月平均値) 
 



19 

 

 

 

  上記数値が示すように、一番汚染の高い地点で土壌の放射性核種含有量が 3000Bq/kg を測定

している地点がある。東京都内においても市街地に降った雨水の河川への流入は、最悪の場合に

はこれだけの放射能汚染をもたらしてしまう可能性がある。 

  幸いに残堀川の場合、殆どがフェンスで覆われており、河川敷には容易に降りることは出来な

い。従って子供達の被ばくが心配される箇所については、上記調査を実施した親水公園以外には

ないということができる。但しこれら親水公園においても、局所的には 1500Bq/kg を超える特

異点が存在する。空間線量の測定値から推測すると、1500Bq/kg を超えるポイントはごく狭い範

囲であると思われるが、それでも管理区域指定の二倍の放射線量であるから、その土壌に直接触

れることやその地点から舞い上がった埃を吸い込むことは内部被ばくにつながり、長くその場所

に留まることは危険を伴う。行政による立ち入り禁止等の注意喚起が必要であると考える。 
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